
。
。

。
。

同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 2 E ( ゆ 爾 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ d
担

同 相 再 出 刊 むコ ド
ー 工ロ ( 除 融 司 )江
zιο 

ふ い 2 』日 半

制 tv
 

吋 司口

田 手昔

型 一 時

O 剖 」 二 一 知 清 議 油 商 q u l 君 国 片 岡 ( 4 4 d 将 蔵 時 刻 )

叫 一 一 ゴト

剖 三 瓶 型 一 珍 M 摘 。 咽

」 吋

狩
-

&

理
需

議E  

削 ヱ一 滴 活 掛 溢 前 ( E 出 掛 川 口 ω ω 有 剖 ヱ一 満 開 三 一 今 司 滅 m w 中 ) 3 l 設 品 町 内 汗 3 1 円 三 円 四 片 岡 J 寸 か 。

同 有 国 抑 留 刊 ω 」 4 ω H E

剖 三 一 滴 遣 制

裁 判 測

瀦 z h m 浦 H 畑 3 叫 州 何 汁 湖 町 醐 M U ν λ n r J E 沖 落 直 」 リ 苫 繋 酋 欝 3 時 3 0斗 ゲ ペ τ向 山 圧 沖 薬 理 ( 州 叩 琳 U 汁 山 林 ' 病 凶 刊 は ハ 特 N N C A 滴 球 温

需 品 川 一務 〈 0 ) 3 泊 門 寸 「 看 護 大 学 、 県 立 大 学 及 び 」 時 歪 ? E 州 州 秘 汁 特 3 泊 対 O A 滴 同 汁 特 3 泊 礼 町 志 一」内 v
o

瀦 吋 N 山 m a N 礼 町 圭 戸 満 足 h m a ω 門 寸 「 第 十 条 の 三 第 一 一項 」 品 川 「 第 十 条 の 二 第 一 一項 」 ↑ n d 「 第 十 一 条 の 三 第 一一 頃 」 品 川

「 第 十 一 条 の 二 第 一 項 」 一 ρ 「 別 記 様 式 第 二 十 七 号 の 二 の 三 」 品 川 「 別 記 様 式 第 二 十 七 号 の こ の こ 」 打 将 官 ゾ E h m 品 川 滅

寸 N 治 3 N 作 了 満 斗 N 山 が 見 ) ふ 除 獄 斗 N 山 が 見 ) ω ~ 川 了 独 斗 N 山 が 見 ) 印 州 独 斗 N h m R ) 品 作 斗 山 小 。

滅 寸 ω ぬ r w 加 N 川 畑 A U 「 第 七 十 二 条 の 四 第 三 項 」 時 「 第 七 十 二 条 の 三 第 三 項 」 一 円 四 片 $ 向 日 。

宝 仙 m w 加 H W 加 H 叩 3 淵 書 期 制 付対 側 泊 3 蓋 瀦 ω 叩 ω 品 川 主 ? E 叩 品 骨 「 第 七 十 二 条 の 三 」 品 川 「 第 七 十 二 条 の 一 ご 打 将 官 ゾ

E 山 中 号 品 時 ω 什 「 ' 日 時 恥 什 「 ' ⑦ 時 四 什 「 ' J 可 命 。 ~ 川 「 ' E 叫 州 諸 湘 相 判 w p 制 畑 3 蓮 瀦 ω 中 ω 品 町 五 一」 デ 冨 山 中 品 号 「 第 七

十 二 条 の = ご 品町 「 第 七 十 二 条 の 二 」 干 円 四 片 町 守 d E h 叩 門 寸 ふ 怜 ω 什 「 〆 ∞ 品 町 h 同 庁 「 〆 ⑦ 品 町 ω ~ リ 「 〆 吋 命 。 ~ リ 「 〆 耳 山 m w 加 N 中

見 ) 刷 用 欝 抑 制 時 台 湘 樹 海 側 畑 見 ) 欝 制 対 剛 湘 見 ) 蓮 号 満 品 叩 晶 玉 4 G d 鴻 ω h 叩 品 川 判 別 品 叩 ~ 川 「 d 滞 日 山 叩 品 川 浪 ω 叩 ~ H T 判 加 H h 叩 3 内 庁 一 円 内 庁 S

H h 叩 品 三 = u 仰 向 日 。

二 宗 教 法 人 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 二 十 六 号 )

- 第 十 四 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 宗 教 法 人 の 規 則 の 認 証

2 第 三 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 宗 教 法 人 の 合 併 の 認 証

3 第 四 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 宗 教 法 人 の 任 意 解 散 の 認 証

国一 」 糊 瀦 H 瀦 N h 叩 3 山 畑 欝 鍛 費 出 削 羽 海 側 泊 3 謬 掛 難 3 謹 一 什 湾 3 H h 叩 品 川 u g u 仰 向 日 。

五 地 方 独 立 行 政 法 人 法 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 )

第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 業 務 方 法 書 の 認 可

第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 料 金 の 上 限 の 認 可

第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 中 期 目 標 の 指 示

第 二 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 中 期 計 画 の 認 可

第 二 十 六 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 中 期 計 画 の 変 更 命 令

第 三 十 六 条 の 規 定 に よ る 会 計 監 査 人 の 選 任

第 三 十 九 条 の 規 定 に よ る 会 計 監 査 人 の 解 任

第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 短 期 借 入 金 の 借 入 の 認 可

第 四 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 短 期 借 入 金 の 借 換 の 認 可

第 四 十 二 条 の 二 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に よ る 出 資 等 に 係 る 不 要 財 産 の 納 付 等 の 認 可

同
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日 第 四 十 四 条 第 一 項 の 重 要 な 財 産 の 譲 渡 及 び 担 保 提 供 の 認 可

ロ 第 百 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 違 法 行 為 等 の 是 正 命 令

日 第 百 二 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 違 法 行 為 等 の 是 正 措 置 に 係 る 報 告 の 受 理

出 一」 山 m w加 H W掛 川 N h 叩 3 糊 雰 掛 滞 期 朝 刊 か 側 泊 3 韮 号 満 ω 中 品 川 恐 一」 ? 満 M N h 叩 品 川 判 別 ω 中 ~ 川 デ 満 同 相 叩 3 肉 汁 ↑ 円 同 庁 3 H 叩 叩 品 川 辻 =u 仰 向 日 。

二 宗 教 法 人 法

- 第 二 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 規 則 の 変 更 の 認 証

国 一 」 州 独 H 瀦 N m 叩 見 ) 山 畑 欝 報 酬 湘 出 刑 制 内 庁 側 泊 3 議 行 対 応 ) H 叩 品 川 U 吉 川 内 向 日 。

四 地 方 独 立 行 政 法 人 法

- 第 十 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 副 理 事 長 及 び 理 事 の 任 命 の 届 出 の 受 理

2 第 十 七 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 副 理 事 長 及 び 理 事 の 解 任 の 届 出 の 受 理

3 第 二 十 七 条 第 一 項 の 年 度 計 画 の 届 出 の 受 理

4 第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 財 務 諸 表 の 承 認

5 第 四 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 利 益 の 残 余 の 処 理 の 承 認

6 第 四 十 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 積 立 金 の 処 理 の 承 認

7 第 四 十 五 条 の 規 定 に よ る 会 計 に 関 す る 規 程 の 届 出 の 受 理

8 第 五 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 第 四 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 役 員 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 の 届 出 の 受 理

9 第 五 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 第 四 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 の 通 知

山 第 五 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 職 員 の 退 職 手 当 以 外 の 給 与 及 び 退 職 手 当 の 支 給 の 基 準 の 届 出 の 受 理

日 第 七 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 十 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 学 長 を 別 に 任 命 す る 大 学 の 学 長 の 任 命

の 届 出 の 受 理

ロ 第 七 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 十 七 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 学 長 を 別 に 任 命 す る 大 学 の 学 長 の 解 任

の 届 出 の 受 理

日 第 百 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査

国一 」 対 潜 H 瀦 N 中 3 刷 用 除 園 競 酒 器 湘 網 開 津 川 判 泊 3 選 選 煎 溜 剛 湘 3 議 打 対 応 ) H h 叩 品 川 曽 川 内 向 山 。

三 有 人 国 境 離 島 地 域 の 保 全 及 び 特 定 有 人 国 境 離 島 地 域 に 係 る 地 域 社 会 の 維 持 に 関 す る 特 別 措 置 法 ( 平 成 二 十 八 年

法 律 第 三 十 三 号 )

1 第 十 条 の 規 定 に よ る 特 定 有 人 国 境 離 島 地 域 の 地 域 社 会 の 維 持 に 関 す る 計 画 の 策 定 及 び 内 閣 総 理 大 臣 へ の 提 出

回 二 期 繊 同 獄 ω 叩 3 淵 除 園 競 漕 雪 期 樹 海 側 泊 3 益 瀧 新 酒 描 3 益 出 向 。 A 荏 鍔 新 酒 瀦 期 制 作 滑 側 泊 3 蓋 3 界 一 円 資 3 h w 打 き い 門

u1
 

0
 

企 画 振 興 部 長 専 決 事 項

一 自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施

行 令 ( 平 成 十 四 年 政 令 第 二 十 六 号 )

- 第 七 条 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 自

動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 ( 平

成 十 三 年 法 律 第 五 十 七 号 。 以 下 こ の 号 に お い て

「 法 」 と い う 。 ) 第 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 協 議

及 び 同 意

2 第 七 条 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法

第 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 協 議 及 び 同 意

3 第 七 条 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法

第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 の 受 理

4 第 七 条 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法

第 二 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 示 及 び 公 安 委 員

会 へ の 通 知

5 第 七 条 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法

第 二 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 公 安 委 員 会 へ の 営

業 停 止 命 令 の 要 請

交 通 政 策 課 長 専 決 事 項

一 自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施

行 令
- 第 七 条 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法

第 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 の 受 理

2 第 七 条 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法

第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 通 知 の 受 理

3 第 七 条 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法

第 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

4 第 七 条 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法

第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 、 資 料

の 提 出 要 求 及 び 立 入 検 査 の 実 施
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第 七 条 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法

第 二 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 協 議 及 び 同 意

第 七 条 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法

第 二 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 協 議 及 び 同 意

7
 

国 一 」 対 戦 州 回 戦 州 N 中 3 州 滴 用 対 4 R 週 期 制 作 津 川 判 泊 3 清 酒 山 町 議 剛 湘 3 謹 N P C A 滴 用 対 4 R 迦 期 制 作 対 側 泊 3 u円 4 r 増 刷 酒 剛 湘 3 謹 門 寸 「 県 民

文 化 局 長 専 決 事 項 」 品 町 「 県 民 文 化 ス ポ ー ツ 部 長 専 決 事 項 」 一 円 四 片 町 ? E 期 満 別 H R 迦 榊 相 円 滑 側 泊 3 凋 沼 岡 部 難 3 益 岡 q

r 畑 用 防 部 滞 期 制 作 府 側 湖 3 華 内 野 3 L U 三 円 四 片 町 び 向 山 。

ス ポ ー ツ 振 興 課 長 専 決 事 項

石 川 県 体 育 施 設 管 理 規 則 ( 平 成 二 十 九 年 石 川 県 規

則 第 二 十 号 )

- 第 五 条 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ る 利 用 時 間

の 変 更 等 の 承 認

県 民 文 化 ス ポ ー ツ 部 長 専 決 事 項

油 一 」 山 m w加 H W加 N h 叩 見 ) 叫 府 議 湖 前 芹 設 同 刑 判 内 庁 側 泊 見 ) 冊 防 相 時 瀦 猫 3 蓋 鴻 H 叩 ω 門 寸 「 第 四 十 三 条 第 一一 項 」 品 川 「 第 四 十 五 条 の 三

十 六 第 二 項 」 打 尽 $ J 耳 中 旬 門 寸 「 第 四 十 九 条 第 二 項 」 品 川 「 第 五 十 条 第 三 項 」 ↑ ? 「 合 併 」 品 川 「 吸 収 合 併 」 打 痔 $ 〆 耳

中 丑 邑 品 川 N 印 什 「 d 同 ∞ 即 日 中 什 「 d コ 品 川 日 ω 什 「 d E 仲 間 什 「 d 5 品 川 N H 什 「 d エ 品 川 N O 什 「 d ロ 品川 H C 什 「 d ロ 品川 同 ∞ 什 「 d ロ 品町

コ ~ り 「 d 呂 品 川 呂 什 「 d 山 山 品 江 町 什 「 d E 中 ∞ 丑 「 第 五 十 六 条 第 四 項 」 時 「 第 五 十 六 条 第 八 項 」 打 痔 $ ' 司 中 音 ∞ 品 川 エ 什

「 d E Q ) 志 一 円 同 庁 3 1 汁 - 2 n 辻 = u 仰 が 。

日 第 五 十 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 の 公 表

ロ 第 五 十 六 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 に 対 す る 必 要 な 措 置 の 命 令

日 第 五 十 六 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 に 対 す る 業 務 の 停 止 の 命 令 又 は 役 員 の 解 職 の 勧 告

油 一 」 州 滅 H 滅 N 中 3 山 府 議 海 前 洋 袈 湘 岨 判 付 対 側 泊 3 凋 除 制 片 滅 剛 湘 3 謹 川 相 H h 叩 斗 号 「 第 五 十 六 条 第 二 項 」 品 川 「 第 五 十 六 条 第 四

項 」 ↑ n d 「 命 令 」 時 「 勧 告 」 一 円 四 片 町 び d E h 叩 n 寸 吋 除 呂 什 「 J 。 品 川 m w 什 「 J ω 3 界 一 什 野 3 1 汁 叩 v - n u g u 仰 が 。

6 第 五 十 四 条 の 六 第 二 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 の 新 設 合 併 の 認 可

7 第 五 十 五 条 の 二 第 九 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 承 認

8 第 五 十 五 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 変 更 の 承 認

泊 二 期 繊 同 獄 M N h 叩 3 期 滞 湖 前 洋 雪 期 制 作 滑 側 泊 3 期 戦 洋 ゆ 剛 畑 3 益 判 別 H 叩 叩 M 山 門 寸 「 第 四 十 三 条 第 一一 項 」 品 川 「 第 四 十 五 条 の 三

十 六 第 二 項 」 打 界 首 び d E h 叩 品 号 「 第 四 十 九 条 第 二 項 」 品 川 「 第 五 十 条 第 三 項 」 一 n d 「 合 併 」 品 川 「 吸 収 合 併 」 打 尽 $ ' 耳

叩 円 寸 コ 品 川 N ω ~ 川 「 d E 品 町 N N ~ 川 「 d 目 品 川 N - ~ 川 「 d エ 品 川 N C ~ 川 「 d ロ 品川 E ~ 川 「 d ロ 品川 H∞ ~ 川 「 d ロ 品川 コ ~ 川 「 d 呂 品 川 5 ~ 川 「 d ω 品町

同日 ~ 川 「 d ∞ 品 川 E ~ 川 「 d 、 叶 内 Z ~ 川 「 d E 叩 G A U 「 第 五 十 六 条 第 四 項 」 時 「 第 五 十 六 条 第 八 項 」 打 尽 $ ' 耳 叩 号 。 品 川 H N ~川

「 d ロ 3 部 一 円 同 庁 3 1 汁 J v - n 辻 = 片 山 い 。

9 第 五 十 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 の 公 表

刊 第 五 十 六 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 に 対 す る 必 要 な 措 置 の 命 令

日 第 五 十 六 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 に 対 す る 業 務 の 停 止 の 命 令 又 は 役 員 の 解 職 の 勧 告

油一 」 山 刈 滅 H 滅 N 中 見 ) 刷 用 璃 刑 判 前 洋 繋 瀬 川 判 湾 側 H湖 3 H 刑 判 芹 ゆ 剛 湘 3 蓋 瀦 H 中 日 号 「 第 五 十 六 条 第 二 項 」 品 川 「 第 五 十 六 条 第 四

項 」 ↑ ? 「 命 令 」 時 「 勧 告 」 一 円 四 片 $ d E h 叩 昔 日 附 ∞ 什 「 J ム 3 界 一 什 同 庁 、 ) 1 汁 ψ ↑什 u g u 仰 が 。

5 第 五 十 四 条 の 六 第 二 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 の 新 設 合 併 の 認 可

6 第 五 十 五 条 の 二 第 九 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 承 認

7 第 五 十 五 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 変 更 の 承 認

国 一 」 期 満 H 獄 N h 叩 見 ) 叫 府 議 湖 前 芹 山町 宮 H m 羽 海 側 泊 見 ) 司 副 嚇 荊 議 前 芹 滞 見 ) 蓋 鴻 H 叩 N 門 寸 「 第 四 十 三 条 第 一一 唄 」 品 川 「 第 四 十 五 条

の 三 十 六 第 二 項 」 干 円 四 片 町 び d E h 叩 ム 昔 「 第 四 十 九 条 第 二 項 」 内 「 第 五 十 条 第 三 項 」 - H d 「 合 併 」 内 「 吸 収 合 併 」 打 尽 $ d

E 中 門 寸 弓 品 町 民 什 「 ' H O め N N 什 「 ' - 閉 め N H 什 「 ' 区 内 N C 什 「 ' - ω 品 町 E ~ H 「 ' H N 品 町 H ∞ 什 「 ' ニ 品 町 弓 ~ 川 「 ' H C 品 町 H O ~ 川 「 ' ∞

品川 H m ~ 川 「 ' ∞ め E ~ 川 「 ' 叶 め H ω ~ 川 「 ' 司 市 叩 ⑦ 号 「 第 五 十 六 条 第 四 項 」 品 川 「 第 五 十 六 条 第 八 項 」 打 将 官 V d E 中 門 寸 ⑦ 品 町 H N

~ 川 「 ' 5 3 耳 打 野 3 1 汁 三 n u q E U 内 向 日 。

第 五 十 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 の 公 表

第 五 十 六 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 に 対 す る 必 要 な 措 置 の 命 令

第 五 十 六 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 に 対 す る 業 務 の 停 止 の 命 令 又 は 役 員 の 解 職 の 勧 告

9
 

11
 
10
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国 一 」 糊 獄 同 獄 N h 叩 見 ) 叫 府 議 湖 前 洋 的 官 同 刑 制 内 庁 側 泊 見 ) 百 冊 嚇 荊 滞 前 芹 剛 湘 見 ) 議 鴻 H h 叩 印 門 寸 「 第 五 十 六 条 第 二 項 」 品 川 「 第 五 十 六 条

第 四 項 」 - H J 「 命 令 」 時 「 勧 告 」 一 円 四 片 町 q d 耳 叩 昔 日 時 ∞ ~ 川 「 J ム 3 界 一 円 資 3 1 汁 三 円 辻 = 片 山 い 。

5 第 五 十 四 条 の 六 第 二 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 の 新 設 合 併 の 認 可

6 第 五 十 五 条 の 二 第 九 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 承 認

7 第 五 十 五 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 変 更 の 承 認

出 一」 叫 州 瀦 H W訓 N 中 3 山 河 癒 刑 期 前 芹 噴 出 柳 川 判 湾 側 湖 3 糊 制 説 明 帥 難 3 議 浦 町 中 吋 号 「 へ の 検 査 」 品 川 「 の 指 定 及 び 検 査 」 行 界 官 V '

E h 叩 ∞ N N Q C 時 対 応 ) 1 円 三 什 痔 与 向 日 。

8 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 の 指 定 の 取 消 し

9 第 三 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 の 指 定 の 取 消 し 又 は 業 務 の 停 止 の 命 令

宝 対 潜 H 滅 N 中 3 対 糊 制 強 除 難 湘 相 湾 側 泊 3 蓮 浦 町 中 品 川 内 庁 3 1 門 主 n 将 官 V O 。

二 十 七 食 鳥 処 理 の 事 業 の 規 制 及 び 食 鳥 検 査 に 関 す る 法 律

- 第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 の 公 示

2 第 二 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 の 名 称 等 の 変 更 の 届 出 の 受 理

3 第 二 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 の 変 更 の 公 示

4 第 二 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 か ら の 報 告 の 受 理

5 第 二 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 の 役 員 の 選 任 等 の 認 可

6 第 二 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 の 検 査 員 の 選 任 等 の 届 出 の 受 理

7 第 二 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 の 役 員 等 の 解 任 の 命 令

8 第 二 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 の 業 務 規 程 の 認 可

9 第 二 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 の 業 務 規 程 の 変 更 の 命 令

刊 第 二 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 の 事 業 計 画 等 の 認 可

日 第 二 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 聞 か ら の 事 業 報 告 書 等 の 受 理

ロ 第 三 十 一 条 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 に 対 す る 監 督 命 令

日 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 の 休 廃 止 の 許 可

H 第 三 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 の 休 廃 止 の 公 示

日 第 三 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 の 指 定 の 取 消 し 又 は 業 務 の 停 止 の 命 令 の 公 示

日 第 三 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 食 鳥 検 査 の 業 務 を 行 う 旨 又 は 当 該 食 鳥 検 査 の 業 務 を 行 う 事 由 が な く な っ た 旨

の 公 示

日 第 三 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 か ら の 報 告 の 徴 収

日 第 三 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 検 査 機 関 へ の 立 入 検 査

国一」 山 知 獄 H W加 N 叩 見 ) 州 畑 蒋 潮 前 世 -E 由 湘 樹 海 側 泊 見 ) 川 市 町 周 ) 界 湖 描 3 蓋 獄 H 叩 N 4 u 「 第 四 十 三 条 第 一 項 」 品 町 「 第 四 十 五 条 の

三 十 六 第 二 項 」 ↑ 円 四 片 町 V ' E h中 品 丑 「 第 四 十 九 条 第 二 項 」 ゆ 「 第 五 十 条 第 三 項 」 一 H d 「 合 併 」 ゆ 「 吸 収 合 併 」 行 将 官 Y

E 中 号 コ 品 町 民 什 「 ' 目 。 め N N ~ 川 「 ' 日 間 停 N H ~ 川 「 ' 戸 山 内 N C ~ 川 「 ' 日 時 E ~ 川 「 ' H N 命 日 ∞ ~ 川 「 ' ニ 時 コ ~ 川 「 ' 目 。 命 日 。 ~ 川 「 ' 。

命 日 間 什 「 ' ∞ 命 日 山 ~ H 「 ' 吋 命 日 ω ~ 川 「 ' 耳 中 。 丑 「 第 五 十 六 条 第 四 項 」 品 川 「 第 五 十 六 条 第 八 項 」 打 尽 $ d E 中 門 寸 ⑦ 命 日 日

~ H 「 ' 5 3 副 司 打 野 3 1 円 三 n u q E U 内 向 山 0

9 第 五 十 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 の 公 表

山 第 五 十 六 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 に 対 す る 必 要 な 措 置 の 命 令

日 第 五 十 六 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 に 対 す る 業 務 の 停 止 の 命 令 又 は 役 員 の 解 職 の 勧 告

国 一 」 糊 獄 同 獄 N h 叩 見 ) 叫府 議 湖 前 洋 的 官 同 刑 制 内 庁 側 泊 3 h 市 町 周 ν 簿 瀦 描 3 蓋 滅 H h 叩 m t 「 第 五 十 六 条 第 二 項 」 品 町 「 第 五 十 六 条 第

四 項 」 一 ? 「 命 令 」 品 川 「 勧 告 」 打 将 官 V d E h 中 号 切 符 ∞ 什 「 ' 品 3 同 汁 ↑ 円 内 汁 3 L H J V 一 H U C E U 内 向 山 。

5 第 五 十 四 条 の 六 第 二 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 の 新 設 合 併 の 認 可

6 第 五 十 五 条 の 二 第 九 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 承 認

7 第 五 十 五 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 変 更 の 承 認

国 一 討 対 繊 同 滞 日 山 中 3 州 議 湘 前 世 庁 雪 期 制 作 府 側 泊 3 A 市 城 ぺ 叫 川 瀬 描 3 蓋 滅 回 中 川 山 苛 「 第 四 十 三 条 第 一 項 」 め 「 第 四 十 五 条 の

三 十 六 第 二 項 」 打 痔 t v ' 冨 山中 品 サ 「 第 四 十 九 条 第 二 項 」 礼 町 「 第 五 十 条 第 三 項 」 一 n d 「 合 併 」 ゆ 「 吸 収 合 併 」 行 痔 官 ゾ

E 中 門 寸 弓 品 町 民 什 「 ' 目 。 め M M ~ 川 「 ' 日 切 符 N H ~ H 「 ' 区 内 N C ~ 川 「 ' 日 時 目 。 ~ H 「 ' H N 命 日 ∞ ~ 川 「 ' ニ 時 コ ~ 川 「 ' 目 。 命 日 。 ~ 川 「 ' 。

命 日 間 ~ 川 「 ' ∞ 命 日 山 ~ 川 「 ' 吋 命 日 ω ~ 川 「 ' 耳 中 。 号 「 第 五 十 六 条 第 四 項 」 品 川 「 第 五 十 六 条 第 八 項 」 打 将 官 V d E 中 門 寸 ⑦ 命 日 日

~ 川 「 d 5 3 耳 打 湾 3 1 円 J V 一 什 u q ロ 片 山 日 。
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9 第 五 十 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 の 公 表

叩 第 五 十 六 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 に 対 す る 必 要 な 措 置 の 命 令

日 第 五 十 六 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 に 対 す る 業 務 の 停 止 の 命 令 又 は 役 員 の 解 職 の 勧 告

出 一 」 山 m w加 H W加 N 中 3 淵 浦 湖 前 世 -E 官 同 州 羽 海 側 畑 3 山 市 硝 ぺ 同 踊 描 3 蓋 滅 回 中 ω 丑 「 第 五 十 六 条 第 二 項 」 め 「 第 五 十 六 条 第

四 項 」 一 ? 「 命 令 」 品 川 「 勧 告 」 打 将 官 V d E 中 骨 切 符 ∞ 什 「 ' 品 3 N 汗 ↑ 円 内 汗 3 H J V 一 円 u q E N 向 日 。

5 第 五 十 四 条 の 六 第 二 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 の 新 設 合 併 の 認 可

6 第 五 十 五 条 の 二 第 九 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 承 認

7 第 五 十 五 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 変 更 の 承 認

国一 」 対 戦 州 回 戦 州 N 中 3 州 議 刑 期 前 世 -E 官 期 制 作 府 側 泊 3 山 門 職 ぺ 同 欄 描 3 蓋 瀦 N 中 H 斗 U 「 第 十 三 条 第 二 項 第 一 号 」 品 町 「 第 十 三 条

第 三 項 第 一 号 」 打 痔 官 Y E 州 灘 綿 密 湘 制 作 対 側 泊 3 舗 前 簿 減 措 3 蓮 号 「 環 境 部 長 専 決 事 項 」 品 川 「 生 活 環 境 部 長 専 決 事 項 」

一 円 四 片 町 V J E 議 獄 ∞ 中 4 5 品 戸 。 ~ り 「 J ω 品 川 H 日 什 「 J ∞ 品 川 エ 什 「 J 吋 除 口 ~ り 「 J O 品 川 H N 什 「 J ω 品 江 戸 什 「 J ふ 除 5 ~ り 「 J

ω 品 川 む ~ H 「 J N 品 川 ∞ ~ 川 「 J 同 品 川 吋 什 「 J 吋 3 部 一 什 野 3 1汁 - w - H u g h N J E h 叩 仲 直 蓋 浦 口 叩 ~ 川 斗 向 日 。

- 第 六 十 四 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 地 盤 沈 下 地 域 の 指 定 等 に 関 す る 関 係 市 町 長 の 意 見 の 聴 取

2 第 六 十 五 条 の 規 定 に よ る 揚 水 設 備 に つ い て の 国 等 と の 協 議

3 第 七 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 地 下 水 採 取 の 許 可 の 取 消 し

4 第 七 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 地 下 水 採 取 の 禁 止 等 の 処 分

5 第 七 十 八 条 の 規 定 に よ る 地 下 水 の 採 取 量 の 減 少 等 の 勧 告

6 第 八 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 地 下 水 使 用 合 理 化 計 画 書 の 内 容 の 変 更 又 は 改 善 の 指 導 及 び 助 言

宝 対 獄 H W 明 日 山 中 3 期 防 部 緯 溺 繋 期 制 湾 側 畑 3 綿 綿 岡 崎 減 措 3 蓮 満 己 中 3 志 一 円 突 3 品 中 州 当 u 円 以 。

九 水 質 汚 濁 防 止 法 ( 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 八 号 )

- 第 十 三 条 第 一 一 項 及 び 第 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 定 施 設 の 構 造 等 に 関 す る 改 善 等 の 命 令

2 第 十 四 条 の 二 第 四 項 の 規 定 に よ る 事 故 等 の 応 急 措 置 の 命 令

3 第 十 四 条 の 三 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 地 下 水 の 水 質 の 浄 化 に 係 る 措 置 命 令

4 第 十 八 条 の 規 定 に よ る 緊 急 時 に お け る 排 出 水 の 量 の 減 少 そ の 他 必 要 な 措 置 の 命 令

5 第 二 十 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 行 政 機 関 の 長 に 対 す る 措 置 の 要 請

6 第 二 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 関 係 行 政 機 関 の 長 等 に 対 す る 必 要 な 資 料 の 送 付 等 の 要 求 又 は 公 共 用 水 域 及 び

地 下 水 の 水 質 の 汚 濁 の 防 止 に 関 す る 意 見 の 陳 述

十 水 道 法 ( 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 百 七 十 七 号 )

- 第 四 十 条 第 一 一 項 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ る 水 道 用 水 の 緊 急 応 援 命 令 又 は 対 価 の 裁 定

十 一 水 道 法 施 行 令 ( 昭 和 三 十 二 年 政 令 第 三 百 三 十 六 号 )

- 第 十 四 条 第 一 一 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 水 道 事 業 の 経 営 の 認

可
2 第 十 四 条 第 一 一 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 九 条 第 一 項 ( 同 法 第 十 条 第 二 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 認 可 の 付 款

3 第 十 四 条 第 一 一 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 水 道 事 業 者 の 給 水 区

域 の 拡 張 等 の 認 可

4 第 十 四 条 第 一 一 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 十 一 条 第 一 項 本 文 の 規 定 に よ る 水 道 事 業 の 休

止 又 は 廃 止 の 許 可

5 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 十 四 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 地 方 公 共 団 体 以 外

の 水 道 事 業 者 の 供 給 条 件 の 変 更 の 認 可

6 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 三 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 事 業 の 認 可 の 取

消 し

7 第 十 四 条 第 一 一 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 三 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 地 方 公 共 団 体 以

外 の 水 道 事 業 者 に 対 す る 供 給 条 件 の 変 更 の 認 可 を 申 請 す べ き 旨 の 命 令

8 第 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ る 水 道 用 水 供 給 事 業 の 経

営 の 認 可

9 第 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 三 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 水 道 用 水 供 給 事 業

者 の 給 水 対 象 等 の 増 加 等 の 認 可
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叩 第 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 三 十 一 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 同 法 第

十 一 条 第 一 項 本 文 の 規 定 に よ る 水 道 用 水 供 給 事 業 の 休 止 又 は 廃 止 の 許 可

日 第 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 三 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 認 可 の 取 消 し

ロ 第 十 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 四 十 一 条 の 規 定 に よ る 関 係 者 に 対 す る 勧 告

十 二 温 泉 法 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 五 号 )

- 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 土 地 の 掘 削 の 許 可

2 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 土 地 の 掘 削 の 許 可 の 有 効 期 間 の 更 新

3 第 六 条 第 一 項 又 は 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 土 地 の 掘 削 の 許 可 を 受 け た 者 の 地 位 の 承 継 の 承 認

4 第 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 掘 削 の た め の 施 設 等 の 変 更 の 許 可

5 第 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 土 地 の 掘 削 の 工 事 を 完 了 し 、 若 し く は 廃 止 し た 者 又 は 土 地 の 掘 削 の 許 可 を 取 り 消

さ れ た 者 に 対 す る 災 害 の 防 止 上 必 要 な 措 置 の 命 令

6 第 九 条 の 規 定 に よ る 土 地 の 掘 削 の 許 可 の 取 消 し 又 は 措 置 の 命 令

7 第 九 条 の 二 の 規 定 に よ る 土 地 の 掘 削 に 伴 う 災 害 の 防 止 上 必 要 な 緊 急 の 措 置 の 命 令 又 は 土 地 の 掘 削 の 停 止 の 命

令
8 第 十 条 の 規 定 に よ る 原 状 回 復 命 令

9 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 増 掘 及 び 動 力 の 装 置 の 許 可

日 第 十 一 条 第 二 項 又 は 第 三 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 六 条 第 一 項 又 は 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 増 掘 又

は 動 力 の 装 置 の 許 可 を 受 け た 者 の 地 位 の 承 継 の 承 認

日 第 十 一 条 第 二 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 増 掘 の た め の 施 設 等 の 変 更 の 許

可
ロ 第 十 二 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 温 泉 の 採 取 の 制 限 の 命 令

日 第 十 四 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 温 泉 の 湧 出 目 的 以 外 の 土 地 の 掘 削 者 に 対 す る 措 置 の 命 令

凶 第 十 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 温 泉 の 採 取 の 許 可

日 第 十 四 条 の 三 第 一 一項 又 は 第 十 四 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 温 泉 の 採 取 の 許 可 を 受 け た 者 の 地 位 の 承 継 の 承 認

団 第 十 四 条 の 七 第 一一 項 の 規 定 に よ る 温 泉 の 採 取 の た め の 施 設 等 の 変 更 の 許 可

日 第 十 四 条 の 八 第 三 項 の 規 定 に よ る 温 泉 の 採 取 の 事 業 を 廃 止 し 、 又 は 温 泉 の 採 取 の 許 可 を 取 り 消 さ れ た 者 に 対

す る 災 害 の 防 止 上 必 要 な 措 置 の 命 令

同 第 十 四 条 の 九 の 規 定 に よ る 温 泉 の 採 取 の 許 可 の 取 消 し 又 は 災 害 の 防 止 上 必 要 な 措 置 の 命 令

四 第 十 四 条 の 十 の 規 定 に よ る 温 泉 の 採 取 に 伴 う 災 害 の 防 止 上 必 要 な 緊 急 の 措 置 の 命 令 又 は 温 泉 の 採 取 の 停 止 の

命 令

却 第 十 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 登 録 分 析 機 関 登 録 簿 へ の 登 録

剖 第 十 九 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 申 請 者 へ の 通 知

辺 第 二 十 二 条 の 規 定 に よ る 登 録 分 析 機 関 の 登 録 の 抹 消

幻 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ る 登 録 分 析 機 関 の 登 録 の 取 消 し

国一 」 叫 州 滅 H 滅 N 中 3 対 悼 面 識 海 時 官 同 刑 制 作 津 川 判 泊 3 瀦 部 得 減 難 3 議 号 滅 寸 ー中 内 浦 ∞ 中 ~ H T 滅 ω 中 1 7 0 獄 。 中 川 附 ベ リ 品 川 同 中

4 0 難 。 1 2 戸 瀦 N 中 3 N 河 一 円 対 3 H h 叩 品 川 沿 ロ U 仰 向 日 。

三 特 定 特 殊 自 動 車 排 出 ガ ス の 規 制 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 七 年 法 律 第 五 十 一 号 )

- 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 定 特 殊 自 動 車 の 使 用 者 に 対 す る 技 術 基 準 に 適 合 さ せ る た め の 命 令

国一 」 糊 獄 同 獄 N h 叩 見 ) 湘 難 訓 得 減 措 同 刑 制 内 庁 側 泊 見 ) 蓋 鴻 ∞ 叩 t N 品 川 ω ~ 川 デ 同 品 川 N ~ 川 デ N 3 部 F H 肉 汁 3 1 汁 三 円 辻 = u N J E h 叩

品 町 耳 蓮 獄 エ 中 ~ 川 J 寸 向 日 。

- 第 八 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 地 下 水 使 用 合 理 化 計 画 書 の 受 理

国一 」 山 m w加 H W加 N h 叩 見 ) 湖 親 泊 例 制 狩 瀦 描 湘 羽 海 側 泊 見 ) 議 鴻 広 明 叩 3 耳 打 開 対 3 日 中 内 温 片 山 い 。

九 水 道 法

- 第 三 十 二 条 の 規 定 に よ る 専 用 水 道 の 確 認

2 第 三 十 四 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

3 第 三 十 四 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 二 十 四 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

4 第 四 十 条 第 八 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 並 び に 事 務 所 及 び 施 設 の あ る 場 所 へ の 立 入 検 査

水 道 法 施 行 令十
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第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 十 一 条 第 二 項 ( 第 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り

知 事 が 行 う こ と と さ れ た 同 法 第 三 十 一 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

3 第 十 四 条 第 一一 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 十 三 条 第 一 項 ( 第 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り

知 事 が 行 う こ と と さ れ た 同 法 第 三 十 一 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

4 第 十 四 条 第 一 一 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 十 四 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

5 第 十 四 条 第 一一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 二 十 四 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る

届 出 の 受 理

6 第 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 水 道 法 第 三 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

十 一 水 道 原 水 水 質 保 全 事 業 の 実 施 の 促 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 六 年 法 律 第 八 号 )

- 第 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 他 の 県 に 対 す る 県 計 画 策 定 の 要 請

2 第 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 、河 川 管 理 者 に 対 す る 通 知 及 び 意 見 の 申 述

3 第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 水 道 事 業 者 の 意 見 の 聴 取

4 第 五 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 関 係 県 の 意 見 の 聴 取 、 関 係 市 町 等 と の 協 議 及 び 対 象 水 道 事 業 者 等 の 同 意 の 取 得

5 第 五 条 第 八 項 の 規 定 に よ る 県 計 画 の 主 務 大 臣 へ の 報 告 、 関 係 者 へ の 送 付 及 び 公 表

6 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 下 水 道 管 理 者 に 対 す る 県 計 画 案 の 作 成 提 出 の 要 求

7 第 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 水 質 記 録 の 通 知

十 二 温 泉 法

1 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 掘 削 の 工 事 の 完 了 又 は 廃 止 の 届 出 の 受 理

2 第 十 四 条 の 玉 第 一 項 の 規 定 に よ る 可 燃 性 天 然 ガ ス の 濃 度 の 確 認

3 第 十 四 条 の 玉 第 三 項 の 規 定 に よ る 可 燃 性 天 然 ガ ス の 濃 度 の 確 認 の 取 消 し

4 第 十 四 条 の 六 第 二 項 の 規 定 に よ る 可 燃 性 天 然 ガ ス の 濃 度 の 確 認 を 受 け た 者 の 地 位 の 承 継 の 届 出 の 受 理

5 第 十 四 条 の 八 第 一 項 の 規 定 に よ る 温 泉 の 採 取 の 事 業 の 廃 止 の 届 出 の 受 理

6 第 二 十 条 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 の 受 理

7 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 温 泉 成 分 分 析 業 務 の 廃 止 の 届 出 の 受 理

8 第 二 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査 の 実 施

9 第 三 十 条 の 規 定 に よ る 温 泉 利 用 施 設 又 は 管 理 方 法 の 改 善 に 関 す る 指 示

叩 第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収

十 三 建 築 物 に お け る 衛 生 的 環 境 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 二 十 号 )

- 第 十 二 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 登 録

2 第 十 二 条 の 四 の 規 定 に よ る 登 録 の 取 消 し

3 第 十 二 条 の 玉 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 、 立 入 検 査 及 び 質 問

油 一」 叫 州 瀦 H 瀦 N h 叩 3 叫 州 淵 棚 田 簿 滅 難 湘 相 府 対 岨 判 畑 3 蓋 号 満 J 可 ー中 品 川 瀦 ∞ 中 ~ 川 了 瀦 N 中 1 7 0 滅 。 中 M m d d 品 町 同 市 叩 斗 M G 籍 。 1 1 q '

瀦 H h叩 3 内 庁 F n 対 3 H 中 品 辛 口U 仰 が 。

二 特 定 特 殊 自 動 車 排 出 ガ ス の 規 制 等 に 関 す る 法 律

- 第 二 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 定 特 殊 自 動 車 を 業 と し て 使 用 す る 者 に 対 す る 指 導 及 び 助 言

2 第 二 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 定 特 殊 自 動 車 の 使 用 者 に 対 す る 報 告 の 徴 収

3 第 三 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 定 特 殊 自 動 車 の 使 用 者 に 対 す る 立 入 検 査

国 一 」 糊 獄 同 獄 N h 叩 見 ) 叫 m 瀦 海 山 町 官 同 剛 羽 海 側 泊 見 ) 陣 痛 4 R ・ 岡 吾 述 瀦 腕 見 ) 議 丑 「 環 境 部 長 専 決 事 項 」 品 町 「 生 活 環 境 部 長 専 決 事

項 」 打 将 官 V d E 山 府 丑 絹 綿 密 期 制 作 市 制 帰 3 N 六 組 判 齢 一 」 協 同 湘 3 益 岡 O A N 六 組 判 齢 一 」 協 同 湘 期 制 作 市 制 帰 3 華 内 耳 一」 ? 耳 州 灘 綿 密 期 制

円 滑 側 畑 3 調 料 芯 述 瀦 描 見 ) 華 門 寸 「 環 境 部 長 専 決 事 項 」 品 川 「 生 活 環 境 部 長 専 決 事 項 」 一 円 四 片 町 V J E 蓋 獄 。 叩 N 品 町 内 汁 3 L H 三 円

四 片 町 ヴ 向 日 。
2 第 十 二 条 の 規 定 に よ る 保 管 事 業 者 に 対 す る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 廃 棄 物 の 改 善 命 令 及 び 命 令 書 の 交 付

宝 山 知 繊 同 滞 日 山 中 3 州 防 部 瀦 調 雪 期 制 作 府 側 畑 3 切 削 減 替 注 減 措 3 蓋 滅 。 中 打 野 a h J V 一 品 ロ 片 山 い o

3 第 十 三 条 の 規 定 に よ る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ピ フ エ ニ ル 廃 棄 物 の 処 分 等 措 置 及 び 公 告

4 第 十 五 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 十 二 条 の 規 定 に よ る 保 管 事 業 者 に 対 す る ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 廃 棄 物

の 改 善 命 令 及 び 命 令 書 の 交 付

週 一 」 糊 瀦 回 漕 N 中 、 ) 対 昨 日 明 棚 部 書 期 制 作 対 側 畑 3 調 糊 き 沈 滞 難 3 謹 瀦 吋 中 門 寸

1
 

2
 

下 水 道 法 」 3 1 2 什 「 ( 昭 和 三 十 三 年 法 律



同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 2 E ( ゆ 爾 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ d
担

第 七 十 九 号 ご 尚 早 = u N J E h 叩 H 骨 「 水 環 境 創 造 課 」 品 川 「 都 市 計 画 課 」 打 痔 与 J 耳 叩 N 門 寸 「 下 水 道 法 施 行 令 」 3 I 2 H

「 ( 昭 和 三 十 四 年 政 令 第 百 四 十 七 号 ご 品 川 〕 吉 川 グ 耳 淵 瀬 料 替 述 瀦 滞 期 制 円 滑 側 泊 3 蓋 滞 。 叩 N 号 「 第 八 条 」 除 「 第 八 条 第

一 一 唄 」 一 H J 「 ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 廃 棄 物 」 内 「 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 廃 棄 物 」 一 ρ 「 又 は 」 内 「 及 び 」 打 痔 $ d 耳

叩 ω 丑 「 ポ リ 塩 化 ピ フ エ 一 一 ル 廃 棄 物 」 品 川 「 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ピ フ エ ニ ル 廃 棄 物 」 打 d 「 又 は 」 内 「 及 び 」 打 痔 δ d 耳 中

、 吋 丑 「 第 十 八 条 第 一 項 」 時 「 第 二 十 五 条 第 一 項 」 ↑ ? 「 の 収 去 」 め 「 若 し く は 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 廃 棄 物 で あ

る こ と の 疑 い の あ る 物 の 収 去 」 打 尽 $ d E 中 吋 除 E 中 日 ω ~ 川 「 d E 中 。 サ 「 第 十 七 条 」 時 「 第 二 十 四 条 」 打 尽 3 d E 中

門 寸 ⑦ 品 町 N N 什 「 ' N N R ) 耳 打 対 応 ) 」 μ 三 什 u g u 仰 向 日 。

日 第 十 八 条 第 二 項 第 二 号 の 規 定 に よ る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ピ フ エ ニ ル 使 用 製 品 の 廃 棄 に 関 す る 届 出 の 受 理

H 第 十 九 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 使 用 製 品 の 廃 棄

の 見 込 み に 関 す る 届 出 の 受 理

日 第 十 九 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 九 条 の 規 定 に よ る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 使 用 製 品 の 廃 棄 の 見 込

み の 公 表

団 第 十 九 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 使 用 製 品 の 廃 棄

の 終 了 に 関 す る 届 出 の 受 理

口 第 十 九 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 十 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 使 用 製 品 の 届 出

事 項 の 変 更 に 関 す る 届 出 の 受 理

日 第 十 九 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 十 一 条 の 規 定 に よ る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 使 用 製 品 の 所 有 事 業

者 に 対 す る 指 導 及 び 助 言

日 第 十 九 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 所 有 事 業 者 の 地 位 を 承 継 し た 旨 の 届 出 の

受 理

加 第 十 九 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 使 用 製 品 の 廃 棄 に

関 す る 報 告 の 徴 収

幻 第 十 九 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 事 務 所 等 の 立 入 検 査 又 は 高 濃 度 ポ リ 塩

化 ビ フ ェ ニ ル 使 用 製 品 若 し く は 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 使 用 製 品 で あ る こ と の 疑 い の あ る 物 の 収 去

国 一 」 山 畑 瀦 H 瀦 N m 叩 見 ) 叫 府 調 糊 宰 注 減 措 刑 判 円 滑 制 泊 Q 〉 蓮 獄 。 h 叩 問 時 五 三 d E h 叩 ム 号 「 第 十 二 条 第 二 項 」 品 町 「 第 十 六 条 第 二

項 目 」 F H J 「 事 業 者 」 品 川 「 保 管 事 業 者 」 打 尽 与 d 耳 叩 叩 4 μ ム 品 川 H N ~ H 「 J ω 3 界 一 円 浮 気 ) 計 三 円 辻 = 片 山 日 。

4 第 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ エ 一 一 ル 廃 棄 物 の 処 分 の 終 了 に 関 す る 届 出 の 受 理

5 第 十 条 第 三 項 第 二 号 の 規 定 に よ る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 廃 棄 物 の 処 分 に 関 す る 届 出 の 受 理

6 第 十 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ピ フ エ 一 一 ル 廃 棄 物 の 届 出 事 項 の 変 更 に 関 す る 届 出 の 受 理

7 第 十 一 条 の 規 定 に よ る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 廃 棄 物 の 保 管 事 業 者 に 対 す る 指 導 及 び 助 言

8 第 十 五 条 に お い て 準 用 す る 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 廃 棄 物 の 保 管 及 び 処 分 の 状 況 に 関

す る 届 出 の 受 理

9 第 十 五 条 に お い て 準 用 す る 第 九 条 の 規 定 に よ る ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 廃 棄 物 の 保 管 及 び 処 分 の 状 況 の 公 表

刊 第 十 五 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 廃 棄 物 の 処 分 の 終 了 に

関 す る 届 出 の 受 理

日 第 十 五 条 に お い て 準 用 す る 第 十 一 条 の 規 定 に よ る ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 廃 棄 物 の 保 管 事 業 者 に 対 す る 指 導 及 び

助 言

国 一 」 期 満 H 獄 N h 叩 見 ) 叫 府 調 糊 宰 滋 瀦 浦 湖 朝 刊 片 側 川 畑 、 ) 蓋 湖 、 吋 ー 叩 H f 「 第 八 条 第 四 号 」 品 町 「 第 二 十 六 条 第 一 一 旧 叫 ノ 第 六 号 」 干 円 四 片

町 守 J E h 叩 門 寸 同 舟 印 什 「 d 印 3 B 打 開 汁 3 L ハ J V F H 〕 吉 川 内 向 日 。

- 第 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ エ 一 一 ル 廃 棄 物 の 保 管 事 業 者 の 保 管 の 場 所 の 変 更 の 届 出 の 受 理

2 第 十 一 条 の 規 定 に よ る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 廃 棄 物 を 処 分 す る 者 の 保 管 の 場 所 の 変 更 の 届 出 の 受 理

3 第 二 十 一 条 の 規 定 に よ る ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 廃 棄 物 の 保 管 事 業 者 等 の 保 管 の 場 所 の 変 更 の 届 出 の 受 理

4 第 二 十 六 条 第 一 項 第 五 号 の 規 定 に よ る ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 廃 棄 物 の 処 理 技 術 の 試 験 研 究 又 は 処 理 施 設 に お け

る 試 運 転 を 目 的 と す る 場 合 の 認 定

国 一 」 叫 州 判 明 同 判 明 N 中 3 山 用 調 淵 書 法 滞 滞 期 制 作 市 制 畑 3 蓮 滅 寸 ー中 打 野 3 L U W 一 n u q E U 円 以 。

第 二 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 廃 棄 物 を 譲 り 受 け た 旨 の 届 出 の 受 理

第 二 十 八 条 の 規 定 に よ る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ エ ニ ル 使 用 製 品 の 所 在 の 場 所 の 変 更 の 届 出 の 受 理

第 三 十 六 条 の 規 定 に よ る 高 濃 度 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 使 用 製 品 を 譲 り 受 け た 旨 の 届 出 の 受 理

6
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担

国一 」 糊 獄 同 獄 N h 叩 見 ) 叫 m 瀦 海 山 町 官 同 剛 羽 海 側 泊 3 E 溌 閣 制 部 剛 湘 見 ) 議 円 寸 「 環 境 部 長 専 決 事 項 」

$ J E 益 岡 O A E 溌 綿 割 削 湘 同 柳 川 判 内 庁 側 泊 見 ) 益 見 ) 肉 汁 打 開 汁 3 』 ハ ヨ 円 U 吉 川 内 向 日 。

品川 「 生 活 環 境 部 長 専 決 事 項 」 打 痔

生 活 環 境 部 長 専 決 事 項

消 費 生 活 協 同 組 合 法 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 号 )

1 第 十 条 第 三 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 共 済 事 業 を

行 う 消 費 生 活 協 同 組 合 ( 以 下 「 組 合 」 と い う 。 )

又 は 連 合 会 が 他 の 事 業 を 行 う 場 合 の 承 認

2 第 十 二 条 第 四 項 第 二 号 及 び 第 三 号 の 規 定 に よ る

組 合 の 組 合 員 以 外 の 者 に 対 す る 事 業 の 利 用 の 許 可

3 第 三 十 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 役 員 に

欠 員 を 生 じ た 場 合 に お け る 一 時 役 員 の 職 務 を 行 う

べ き 者 の 選 任

4 第 四 十 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 定 款 の 変 更

の 認 可

5 第 四 十 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 共 済 事 業 規

約 の 設 定 、 変 更 又 は 廃 止 の 認 可

6 第 四 十 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 貸 付 事 業 規

約 の 設 定 、 変 更 又 は 廃 止 の 認 可

7 第 五 十 条 の 四 た だ し 書 の 規 定 に よ る 共 済 事 業 に

係 る 経 理 の 他 の 経 理 へ の 資 金 運 用 等 の 承 認

8 第 五 十 条 の 五 の 規 定 に よ る 共 済 金 等 の 支 払 能 力

の 充 実 の 状 況 に 関 す る 基 準 の 設 定

9 第 五 十 条 の 九 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 価 格

変 動 準 備 金 の 全 部 又 は 一 部 の 金 額 を 積 立 て し な い

こ と の 認 可

刊 第 五 十 条 の 九 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 価 格

変 動 準 備 金 の 取 崩 し に 係 る 認 可

日 第 五 十 条 の 十 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 共 済 計 理 人

へ の 説 明 又 は 意 見 の 要 求

ロ 第 五 十 条 の 十 三 の 規 定 に よ る 共 済 計 理 人 の 解 任

命 令

日 第 五 十 条 の 十 四 た だ し 書 の 規 定 に よ る 資 産 運 用

の 方 法 等 の 承 認

日 第 五 十 三 条 の 四 第 三 項 の 規 定 に よ る 契 約 条 件 の

変 更 の 申 出 の 承 認

日 第 五 十 三 条 の 五 の 規 定 に よ る 共 済 契 約 の 解 約 に

係 る 業 務 の 停 止 等 の 命 令

日 第 五 十 三 条 の 十 第 一 項 の 規 定 に よ る 共 済 調 査 人

の 選 任

日 第 五 十 三 条 の 十 第 二 項 の 規 定 に よ る 共 済 調 査 人

が 調 査 す べ き 事 項 及 び 期 限 の 設 定

日 第 五 十 三 条 の 十 第 三 項 の 規 定 に よ る 共 済 調 査 人

の 解 任

問 第 五 十 三 条 の 十 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 契 約 条 件

の 変 更 に 係 る 承 認

却 第 五 十 三 条 の 十 七 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る

基 準 議 決 権 数 を 超 え る 議 決 権 の 保 有 の 承 認

1
 

生 活 安 全 課 長 専 決 事 項

消 費 生 活 協 同 組 合 法

第 五 十 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 共 済 事 業 の 譲

渡 等 に 係 る 届 出 の 受 理

第 九 十 二 条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る

決 算 関 係 書 類 等 の 提 出 の 受 理

2
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引 第 五 十 八 条 の 規 定 に よ る 組 合 の 設 立 の 認 可

辺 第 六 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 解 散 の 認

可
お 第 六 十 三 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 解 散 組

合 の 継 続 の 認 可

担 第 六 十 九 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 合 併 の 認

可
お 第 九 十 三 条 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収

お 第 九 十 三 条 の 二 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収

訂 第 九 十 四 条 の 規 定 に よ る 検 査 の 実 施

お 第 九 十 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 定 款 又 は 規

約 に 定 め た 事 項 の 変 更 等 の 命 令

m 第 九 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 監 督 上 必 要

な 命 令

叩 第 九 十 四 条 の 二 第 四 項 の 規 定 に よ る 認 可 の 取 消

し
出 第 九 十 四 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 業 務 停 止 命

令 若 し く は 役 員 の 解 任 命 令 又 は 認 可 の 取 消 し

泣 第 九 十 五 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 措 置 命 令 及 び 同

条 第 二 項 の 規 定 に よ る 役 員 の 解 任 命 令 又 は 事 業 の

全 部 若 し く は 一 部 の 停 止 命 令

お 第 九 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 組 合 の 解 散 命 令

M 第 九 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 総 会 に お け る 議

決 又 は 選 挙 若 し く は 当 選 の 取 消 し

二 不 当 景 品 類 及 び 不 当 表 示 防 止 法 ( 昭 和 三 十 七 年 法

律 第 百 三 十 四 号 )

- 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 資 料 の 提 出 要 求

2 第 六 条 の 規 定 に よ る 措 置 命 令

3 第 九 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 、 物 件 の

提 出 命 令 及 び 立 入 検 査 等

三 家 庭 用 品 品 質 表 示 法 ( 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 四 号 )

- 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 販 売 業 者 に 対 す る 表

示 事 項 等 の 指 示

2 第 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 販 売 業 者 の 公 表

3 第 十 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 申 出 ( 販 売 業 者 に 係

る 表 示 に 関 す る も の に 限 る 。 ) の 受 理

4 第 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 出 ( 販 売 業 者 に 係

る 表 示 に 関 す る も の に 限 る 。 ) の 調 査

5 第 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 販 売 業 者 の 居 舗 等

へ の 立 入 検 査

四 消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 ( 昭 和 四 十 八 年 法 律 第 三 十

一 口 す )

1 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 販 売 業 者 の 居 舗

等 へ の 立 入 検 査

2 第 四 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 販 売 業 者 に 対 す

る 特 定 製 品 の 提 出 命 令

割 賦 販 売 法 ( 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 百 五 十 九 号 )五

緬 期 d
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1
 家 庭 用 品 品 質 表 示 法

第 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 販 売 業 者 か ら の 報

告 の 徴 収

1
 消 費 生 活 用 製 品 安 全 法

第 四 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 販 売 業 者 か ら の 報

告 の 徴 収

四 割 賦 販 売 法

ミ主
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第 三 十 五 条 の 三 の 二 十 一 第 一 項 の 規 定 に よ る 個

別 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 に 対 す る 業 務 改 善 命 令

2 第 三 十 五 条 の 三 の 三 十 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 個

別 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 に 対 す る 業 務 停 止 命 令

3 第 四 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 個 別 信 用 購 入 あ っ

せ ん 業 者 に 対 す る 報 告 の 徴 収 及 び 物 件 の 提 出 命 令

4 第 四 十 条 第 九 項 の 規 定 に よ る 個 別 信 用 購 入 あ つ

せ ん 業 者 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 に 対 す る 報 告 の

徴 収 及 び 資 料 の 提 出 命 令

5 第 四 十 一 条 第 一 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ る 許 可

割 賦 販 売 業 者 、 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 、 個 別

信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 又

は 前 払 式 特 定 取 引 業 者 に 対 す る 立 入 検 査

六 特 定 商 取 引 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 五 十 一 年 法 律 第 五

十 七 号 )

1 第 六 条 の 二 の 規 定 に よ る 訪 問 販 売 に 係 る 販 売 業

者 等 に 対 す る 資 料 の 提 出 要 求

2 第 七 条 の 規 定 に よ る 訪 問 販 売 に 係 る 販 売 業 者 等

に 対 す る 指 示

3 第 八 条 の 規 定 に よ る 訪 問 販 売 に 係 る 販 売 業 者 等

に 対 す る 業 務 停 止 命 令 等

4 第 十 二 条 の 二 の 規 定 に よ る 通 信 販 売 に 係 る 販 売

業 者 等 に 対 す る 資 料 の 提 出 要 求

5 第 十 四 条 の 規 定 に よ る 通 信 販 売 に 係 る 販 売 業 者

等 に 対 す る 指 示

6 第 十 五 条 の 規 定 に よ る 通 信 販 売 に 係 る 販 売 業 者

等 に 対 す る 業 務 停 止 命 令 等

7 第 二 十 一 条 の 二 の 規 定 に よ る 電 話 勧 誘 販 売 に 係

る 販 売 業 者 等 に 対 す る 資 料 の 提 出 要 求

8 第 二 十 二 条 の 規 定 に よ る 電 話 勧 誘 販 売 に 係 る 販

売 業 者 等 に 対 す る 指 示

9 第 二 十 三 条 の 規 定 に よ る 電 話 勧 誘 販 売 に 係 る 販

売 業 者 等 に 対 す る 業 務 停 止 命 令 等

叩 第 三 十 四 条 の 二 及 び 第 三 十 六 条 の 二 の 規 定 に よ

る 連 鎖 販 売 業 に 係 る 統 括 者 等 に 対 す る 資 料 の 提 出

要 求

日 第 三 十 八 条 の 規 定 に よ る 連 鎖 販 売 業 に 係 る 統 括

者 等 に 対 す る 指 示

ロ 第 三 十 九 条 の 規 定 に よ る 連 鎖 販 売 業 に 係 る 統 括

者 等 に 対 す る 連 鎖 販 売 取 引 等 の 停 止 命 令 等

日 第 四 十 三 条 の 二 及 び 第 四 十 四 条 の 二 の 規 定 に よ

る 特 定 継 続 的 役 務 提 供 に 係 る 役 務 提 供 事 業 者 等 に

対 す る 資 料 の 提 出 要 求

日 第 四 十 六 条 の 規 定 に よ る 特 定 継 続 的 役 務 提 供 に

係 る 役 務 提 供 事 業 者 等 に 対 す る 指 示

日 第 四 十 七 条 の 規 定 に よ る 特 定 継 続 的 役 務 提 供 に

係 る 役 務 提 供 事 業 者 等 に 対 す る 業 務 停 止 命 令 等

1
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第 四 十 条 第 一 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ る 許 可 割

賦 販 売 業 者 又 は 前 払 式 特 定 取 引 業 者 に 対 す る 報 告

の 徴 収



- '" 同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 2 E ( ゆ 爾 司 ) 剖

同 第 五 十 二 条 の 二 及 び 第 五 十 四 条 の 二 の 規 定 に よ

る 業 務 提 供 誘 引 販 売 業 を 行 う 者 に 対 す る 資 料 の 提

出 要 求

日 第 五 十 六 条 の 規 定 に よ る 業 務 提 供 誘 引 販 売 業 を

行 う 者 等 に 対 す る 指 示

日 第 五 十 七 条 の 規 定 に よ る 業 務 提 供 誘 引 販 売 業 を

行 う 者 等 に 対 す る 業 務 提 供 誘 引 販 売 取 引 等 の 停 止

命 令 等

目 第 五 十 八 条 の 十 二 の 規 定 に よ る 訪 問 購 入 に 係 る

購 入 業 者 に 対 す る 指 示

却 第 五 十 八 条 の 十 三 の 規 定 に よ る 訪 問 購 入 に 係 る

購 入 業 者 に 対 す る 業 務 停 止 命 令 等

山 第 六 十 条 の 規 定 に よ る 訪 問 販 売 等 に 係 る 取 引 に

関 す る 申 出 の 受 理 及 び 措 置 の 実 施

辺 第 六 十 六 条 第 一 項 ( 同 条 第 六 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 訪 問 販 売 等 に 係 る

販 売 業 者 等 に 対 す る 報 告 の 徴 収 、 物 件 の 提 出 命 令

及 び 立 入 検 査

お 第 六 十 六 条 第 二 項 ( 同 条 第 六 項 に お い て 読 み 替

え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 訪 問 販

売 等 に 係 る 販 売 業 者 等 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 に

対 す る 報 告 の 徴 収 、 資 料 の 提 出 命 令 及 び 立 入 検 査

包 第 六 十 六 条 第 三 項 ( 同 条 第 六 項 に お い て 読 み 替

え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 訪 問 販

売 等 に 係 る 販 売 業 者 等 と 取 引 す る 者 に 対 す る 報 告

の 徴 収 及 び 資 料 の 提 出 命 令

お 第 六 十 六 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 電 気 通 信 事 業 者

等 に 対 す る 報 告 の 徴 収

七 消 費 者 安 全 法 ( 平 成 二 十 一 年 法 律 第 五 十 号 )

- 第 四 十 五 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 事 業 者 に 対 す る

報 告 の 徴 収 、 立 入 調 査 及 び 物 品 の 集 取

八 石 川 県 安 全 安 心 な 消 費 生 活 社 会 づ く り 条 例 ( 平 成

十 六 年 石 川 県 条 例 第 十 八 号 )

- 第 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 危 険 な 商 品 等 の 供 給

の 中 止 等 に 関 す る 指 導 及 び 勧 告

2 第 九 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 商 品 の 提 出

3 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 不 適 正 な 取 引 行 為

の 是 正 に 関 す る 指 導 及 び 勧 告

4 第 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 規 格 、 表 示 等 の 基

準 の 遵 守 に 関 す る 指 導 及 び 勧 告

5 第 二 十 一 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 申 出 の 内 容 等 の

公 表

6 第 二 十 五 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 審 査

会 へ の 調 停 の 申 出 等

7 第 二 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 審 議 の 結 果 等 の

公 表
第 三 十 条 の 規 定 に よ る 特 別 の 調 査 を 要 す る 商 品8
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玉 石 川 県 安 全 安 心 な 消 費 生 活 社 会 づ く り 条 例

第 二 十 一 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 申 出 者 へ の 通 知

第 三 十 三 条 の 規 定 に よ る 意 見 陳 述 の 機 会 の 付 与

1
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川 モト毛剤事~~兵士I{<l~組制 o 時tf~製 0 a::::照会::!~i:llE-r1{<l土込者止埋!と守

刊 紙川崎~8販制~.Lt 5:' JR1都込!と小))..\J..\J.j'(J~4}_モトモ相判*~~'t二時組組 e帳護8 a::::史記土i亜炉心土日紐紙十同州ぐ燃

1 1部 e 事~{f!;/~.Ltl{<l~即時当む苔 111m

別表第 1 第 2~手の表農林水産部長専決事項の農業政策課の欄中第 3~手を削り、第 4 場を第 3 サとし、第 5~すから第

16号までを 1号ずつ繰り 上げ、同表農業政策課長専決事項の欄中第4号を削り、 第 5号を第4号とし、第6号から第

11号までを 1号ずつ繰り上げ、同表農林水産部長専決事項の森林管理課の欄第 1号中 8を10とし、 7を9とし、 6を

8とし、 5を7とし、 4を6とし、 3の次に次のように加える。

マr ~脹十州~8十 1 8 目線 1 ~8~{f!;/~ム-fl{<l縁組(線十州~8十 1 8K燃 1 1 宮、とl~ ニド椙必総吋ν製品ffi+ l{<l~泰司ロ 4証l佃

品。)

白 線十峨o十 1 1 0 同線 1 1密< 0~寝{f!;/~吋の橋脚

別表第 1第 2号の表農林水産部長専決事項の森林管理課の欄中第10号を第11号とし、 第 9号の次に次の 1号を加え

る。

十 くR王手*~と亘型('! m岨巡(盟長川十川 崎ト迅zlij!:首長同十-\-J ll枠 )

同 様4く婿撚 1\尽 e 暇{f!;/~ム-fl{<l哩:8 1酪官、会l尉闘がて1\ú~m0 ~量-l:lrr

N 華民4く保華民 11 邸 o寝{回以吋I{<l~-l:lrr~ まきや将兵(' 4}_ ~m 0 (-4粥

め 華民く《燃11 恒<0 寮{f!;/~.Ltl{<l鋼業þ<世相E葉会lt小て 11tJ ~m0 ~量4口

ザ 華民く保撚川廊~~ニ ν鰐IIf:-r1{<l首長 4く《撚11 町、 o 蝦{f!;/~.Lt I{<l語-l:lrr~まさ」ミ初会。4}_ ~m0 (-4~ 

別表第 1第 2号の表森林管理課長専決事項の欄第 1号中11を13とし、 10を12とし、 9を11とし、 8を10とし、 7を

9とし、 6を8とし、 5を7とし、 4を6とし、 3の次に次のように加える。

マ 紙十州~8十 1 8 同紙 1 1罫 8~{f!;/~.Lt1{<l~唄 i翼民~(-4 -l:l日

ω 線十点Q十118K燃 1~8~展{f!;/~ム-f I{<l ~関1翼民~(-4-l:l日

別表第 1第 2号の表森林管理課長専決事項の欄中第 6号を第 8号とし、同号の前に次の 1号を加える。

平令長*t:a;課岨巡

同 華民同州モ総 1 1部 Q蝦{f!;/~.Lt I{<l(f::\王手葉樹く~~~I{<l~聡蝶þ<古畑モト融蝋 Q哩:80¥tT¥閤

N 事長同州ぐ規則 | 邸 o 事塁側~ム-fl{<l制匹{0 哩:a0¥lT¥1IIt1 

の 善良平崎~8~{f!;/~ム-fl{<l尉降{0哩担 0 \lÞ\割

マ 総長補~0~{f!;/~ム-fl{<l~手4日 Q 事霊長

ω 首長十 | 毛無線 1 1官、 Q聴担 ~.Ltl{<lくR~手*mlく~0尉<~1酪廊Q制匹{0帳穏

別表第 1第 2号の表森林管理課長専決事項の欄中第 5号を第 6号とし、第4号の次に次の 1号を加える。

同機業要。巡

同 様岡崎~0 11 十 11撚 1 1町、 o 蝦{f!;/~.Ltl{<l g記護側降{0穏tn

別表第 1第 2号の表農林水産部長専決事項の水産課の欄第12号中 i(-4北斗+1モ漫柏試制E思E掛剤*語版回世~再起」の下
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一円 「 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 九 十 七 号 ご 品 川 吉 U W J E 糊 汁 斗 パ 普 湘 羽 海 側 泊 3 開 幅 削 湘 3 蓋 鴻 H h 叩 n t 「 土 地 収 用 法 」 3 I 2 H

「 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 十 九 号 ご 品 川 〕 吉 川 グ 耳 糊 汁 斗 パ 書 期 制 円 滑 制 帰 3 4 4 コ 一 刻 3 蓋 丑 鴻 ∞ 叩 ゆ 歪 ? 滅 。 叩 品 川 滅 ω 叩

什 了 湖 、 吋 ー 叩 1 7 0 w 摘 。 叩 仲 」 リ 品 川 H h 叩 4 0 幕 。 什 弓 d 耳 山 別 枠 斗 パ 書 同 刑 判 洋 側 畑 3 尋 問 社 鶏 3 華 獄 ム 叩 H 骨 「 第 六 条 第 一 一項 」

品川 「 第 七 条 第 一一 項 」 一 円 四 片 町 び ' 耳 叩 日 山 門 寸 「 第 八 条 第 一一 項 」 品 川 「 第 九 条 第 一 一項 」 打 将 官 Y E 山 m eヨ 描 期 制 円 滑 側 畑 δ 蓮 潤 ∞

中 H 号 「 第 六 条 第 三 項 」 除 「 第 七 条 第 三 項 」 ↑ 円 四 片 町 q d E 中 山 山 丑 「 第 六 条 第 五 項 」 め 「 第 七 条 第 五 項 」 一 円 痔 $ ' 耳 中 ω

号 「 第 八 条 第 三 項 」 除 「 第 九 条 第 三 項 」 打 将 官 V d E 中 品 苛 「 第 八 条 第 五 項 」 内 「 第 九 条 第 五 項 」 行 界 $ ' 耳 叫 州 川 庁 U 弁 書

刑 判 付 加 制 泊 3 時 一円 寸 寸 削 十 困 難 3 蓋 瀦 H h 叩 門 寸 「 水 環 境 創 造 課 及 び 」 品 川 恐 一 - デ 耳 謹 一 円 湾 、 ) ω 叩 時 誼 片 山 い 。

九 下 水 道 法

1 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 公 共 下 水 道 ( 県 が 設 置 す る も の を 除 く 。 ) 及 び 流 域 関 連 公 共 下 水 道 ( 県 が 設 置 す

る も の を 除 く 。 ) の 協 議

2 第 二 十 五 条 の 十 一 の 規 定 に よ る 流 域 下 水 道 の 事 業 計 画 の 決 定

3 第 二 十 五 条 の 十 五 の 規 定 に よ る 流 域 下 水 道 の 使 用 の 一 時 制 限

4 第 二 十 五 条 の 十 六 の 規 定 に よ る 流 域 下 水 道 の 損 傷 防 止 等 の た め の 原 因 調 査 等 及 び 必 要 な 措 置 の 命 令

5 第 二 十 五 条 の 十 八 に お い て 準 用 す る 第 十 二 条 の 五 の 規 定 に よ る 特 定 施 設 か ら 排 出 さ れ る 汚 水 の 処 理 方 法 に 関

す る 計 画 の 変 更 等 の 命 令

6 第 二 十 五 条 の 十 八 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 十 三 条 の 規 定 に よ る 排 水 設 備 等 の 検 査

7 第 二 十 五 条 の 十 八 に お い て 準 用 す る 第 十 五 条 の 規 定 に よ る 兼 用 工 作 物 の 工 事 の 施 行 等 の 命 令

8 第 二 十 五 条 の 十 八 に お い て 準 用 す る 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 兼 用 工 作 物 に 係 る 流 域 下 水 道 の 管 理 費 用 の 決 定

9 第 二 十 五 条 の 十 八 に お い て 準 用 す る 第 十 八 条 の 規 定 に よ る 流 域 下 水 道 を 損 傷 さ せ た 者 に 対 す る 工 事 負 担 金 の

決 定

刊 第 二 十 五 条 の 十 八 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 十 八 条 の 二 の 規 定 に よ る 特 定 賦 課 金 の 納 入 に 係 る 水 質 汚 濁

原 因 者 負 担 金 の 決 定

日 第 三 十 一 条 の 二 の 規 定 に よ る 流 域 下 水 道 に よ り 利 益 を 受 け る 市 町 に 対 す る 負 担 金 の 決 定

ロ 第 三 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 下 水 道 法 施 行 令 第 二 十 四 条 の 三 第 一 一項 に 規 定 す る 下 水 道 に 係 る 工 事 又 は 維 持

管 理 に 関 す る 指 示

日 第 三 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 下 水 道 法 施 行 令 第 二 十 四 条 の 三 第 二 項 に 規 定 す る 下 水 道 に 係 る 維 持 管 理 に 関

す る 指 示

日 第 三 十 七 条 の 二 の 規 定 に よ る 特 定 施 設 の 構 造 等 の 改 善 命 令 及 び 特 定 施 設 の 使 用 等 の 停 止 命 令

日 第 三 十 八 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 許 可 等 の 取 消 し 若 し く は 条 件 の 変 更 又 は 工 事 の 中 止 等 の 措 置 命 令

日 第 三 十 八 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 補 償 原 因 者 に 対 す る 求 償 の 決 定

日 第 三 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 下 水 道 法 施 行 令 第 二 十 四 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 権 限 の 行 使 に 必 要 な 報 告 の

徴 収

日 第 四 十 一 条 の 規 定 に よ る 行 為 の 制 限 に 係 る 協 議

十 浄 化 槽 法

- 第 五 十 七 条 の 規 定 に よ る 水 質 に 関 す る 検 査 業 務 を 行 う 者 の 指 定

十 一 ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例

- 第 六 十 条 第 一 一項 の 規 定 に よ る 浄 化 槽 保 守 点 検 業 者 の 登 録 の 取 消 し 及 び 浄 化 槽 保 守 点 検 業 の 停 止 の 命 令

国一」 期 満 H 獄 N h 叩 見 ) 糊 時 一円 苛 刊 十 困 難 糊 羽 海 側 泊 3 蓋 鴻 H 叩 丑 「 水 環 境 創 造 課 及 び 」 め 歪 デ E 蓋 打 開 汁 3 ω 叩 品 川 吉 川 内 向 日 。

七 下 水 道 法

- 第 二 十 五 条 の 十 四 の 規 定 に よ る 流 域 下 水 道 の 供 用 開 始 等 の 通 知

2 第 二 十 五 条 の 十 八 に お い て 準 用 す る 第 十 一 条 の 二 の 規 定 に よ る 流 域 下 水 道 の 使 用 開 始 等 の 届 出 の 受 理

3 第 二 十 五 条 の 十 八 に お い て 準 用 す る 第 十 二 条 の 三 の 規 定 に よ る 流 域 下 水 道 の 利 用 者 が 行 う 特 定 施 設 の 設 置 届

の 受 理

4 第 二 十 五 条 の 十 八 に お い て 準 用 す る 第 十 二 条 の 四 の 規 定 に よ る 流 域 下 水 道 の 利 用 者 が 行 う 特 定 施 設 の 構 造 等

の 変 更 の 届 出 の 受 理

第 二 十 五 条 の 十 八 に お い て 準 用 す る 第 十 二 条 の 六 の 規 定 に よ る 特 定 施 設 の 設 置 等 の 制 限 期 間 の 短 縮

第 二 十 五 条 の 十 八 に お い て 準 用 す る 第 十 二 条 の 七 の 規 定 に よ る 特 定 施 設 の 設 置 者 氏 名 の 変 更 等 の 届 出 の 受 理

第 二 十 五 条 の 十 八 に お い て 準 用 す る 第 十 二 条 の 八 第 三 項 の 規 定 に よ る 特 定 施 設 を 譲 り 受 け た 者 等 が 行 う 地 位

5
 

6
 

7
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承 継 の 届 出 の 受 理

8 第 二 十 五 条 の 十 八 に お い て 準 用 す る 第 十 六 条 の 規 定 に よ る 流 域 下 水 道 管 理 者 以 外 の 者 の 行 う 工 事 等 の 承 認

9 第 三 十 二 条 の 規 定 に よ る 流 域 下 水 道 の 工 事 等 の た め の 土 地 の 立 入 り

叩 第 三 十 六 条 の 規 定 に よ る 固 有 地 の 無 償 貸 付 け 又 は 譲 与 の 申 請

日 第 三 十 九 条 の 二 の 規 定 に よ る 特 定 施 設 の 設 置 者 等 か ら の 報 告 の 徴 収

八 下 水 道 法 施 行 令

- 第 十 七 条 の 十 の 規 定 に よ る 流 域 下 水 道 の 施 設 に 物 件 を 設 置 さ せ る こ と の 承 認

2 第 十 七 条 の 十 一 の 規 定 に よ る 流 域 下 水 道 の 施 設 に 物 件 を 設 置 さ せ る こ と の 承 認

九 ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例

- 第 五 十 条 第 一 一 項 の 規 定 に よ る 浄 化 槽 保 守 点 検 業 者 の 登 録

2 第 五 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 浄 化 槽 保 守 点 検 業 者 登 録 簿 の 謄 本 の 交 付 及 び 閲 覧 の 承 認

3 第 五 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 営 業 区 域 の 変 更 の 登 録

4 第 五 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 浄 化 槽 保 守 点 検 業 者 登 録 簿 の 記 載 事 項 の 変 更

5 第 五 十 四 条 の 規 定 に よ る 浄 化 槽 保 守 点 検 業 者 の 廃 業 等 の 届 出 の 受 理

6 第 五 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 浄 化 槽 保 守 点 検 業 者 の 登 録 の 抹 消

7 第 六 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 浄 化 槽 保 守 点 検 業 者 の 処 分 の 通 知

8 第 六 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収

9 第 六 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査

国 一 討 対 獄 H W 明 日 山 中 3 湘 汁 U 弁 繋 期 制 作 滑 側 畑 3 吟 困 難 選 描 3 蓮 鴻 H 訓 - M 州 Q ， 吟 圃 謡 選 滞 期 制 作 市 川 判 帰 3 蓋 滅 回 中 号 「 水 環 境 創

造 課 及 び 」 品 川 圭 デ E 叫 州 片 サ 刊 当 期 制 洋 側 輝 3 綿 織 昨 川 町 難 3 蓋 繊 同 伴 丑 宮 内 g ~ 川 了 室 内 自 什 了 ⑦ ω 品 富 山 ~ 川 了 ⑦ 日 品 町 ⑦ ω

~ 川 「 ' 2 品 町 ⑦ 日 ~ 川 「 ' き め 2 ~ 川 「 ' 四 匂 品 町 ⑦ 。 ~ H 「 ' 四 ∞ 品 町 田 匂 什 「 ' 印 吋 品 町 田 ∞ ~ H 「 ' 目 。 品 町 田 吋 什 「 ' 切 切 符 問 。 ~ 川 「 ' E 仲 間 切 什 「 ' 目 ω

品 川 町 山 什 「 d 回 日 仲 間 ω ~ 川 「 d E 品 川 町 N ~ 川 「 ' 印 。 即 日 ~ 川 「 ' 品 。 品 町 田 。 ~ 川 「 ' 九 日 ∞ 時 品 川 w 汁 「 d 九 日叶 品 川 島 ~ 川 「 d 品 。 品 川 九 日 叶 ~ 川 「 d 品 目 ぃ 仲 品 。 ~ 川 「 '

山 中 ぃ 怜 品 目 付 「 J h H ω 品 川 h H品 川 什 「 J h H N 品 川 h Hω 什 「 J h H H ぃ 怜 品 川 山 什 「 J h H ( ) 品 川 品 目 付 「 J ω C 品 川 h H ( ) 什 「 J ω ∞ 品 川 ω ∞ 什 「 J ω 叶 ぃ 怜 ω ∞ 什 「 J ω 合 品 川 ω 叶 什

「 J ω 印 ぃ 附 ω ⑦ 什 「 J ω A F u 時 ω 印 什 「 J ω ω 品 川 ω 品 什 「 J ω N 品 川 ω ω 什 「 J ω 日 品 川 ω N 什 「 J ω O 品 川 ω 日 什 「 J N 匂 し 時 ω ο ~ り 「 J N ∞ 品 川 包 什 「 J N 叶 し 時

N ∞ ~ 川 「 J 留 品 川 町 什 「 J N 印 品 町 民 ~ 川 「 J 立 品 川 N 印 什 「 J N ω 品 川 官 庁 「 J N N 品 川 N ω 什 「 J N - 品 川 N N ~ 川 「 J N C 品 町 N - ~ 川 「 J E h 叩 5 4 μ 「 第

六 十 七 条 の 二 第 九 項 第 二 号 」 品 川 「 第 六 十 七 条 の 三 第 九 項 第 二 号 」 打 尽 $ J 耳 叩 叩 H 由 時 耳 叩 N C ~ 川 「 d 耳 叩 E n 寸 「 第 六 十 七

条 の 二 第 五 項 第 二 号 」 時 「 第 六 十 七 条 の 三 第 五 項 第 二 号 」 打 痔 $ J E h 叩 H∞ 品 川 E h 叩 5 ~ 川 「 J E h 叩 コ 骨 「 第 六 十 七 条 の 二

第 三 項 第 二 号 」 品 川 「 第 六 十 七 条 の 三 第 三 項 第 二 号 」 打 尽 $ 4 耳 明 叩 弓 品 町 耳 叩 日 ∞ 什 「 d 耳 叩 目 。 丑 「 第 六 十 条 の 三 第 一 項 た

だ し 書 」 時 「 第 六 十 条 の 三 第 二 項 た だ し 書 」 打 将 官 Y E 中 4 5 時 コ 汁 「 ' 5 3 野 打 野 3 」 U J V F n u q E u m 向 日 。

日 第 六 十 条 の 三 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に よ る 特 定 用 途 誘 導 地 区 内 に お け る 建 築 物 の 容 積 率 及 び 建 築 面 積 の 特 例 の

許 可

国 一 」 州 判 明 同 判 明 日 山 中 3 州 汁 神 嬰 而 刑 判 港 側 畑 3 綿 綿 南 川 町 滞 気 ) 謹 吾 川 明 E 中 晶 玉 一」 ? 満 N c h 叩 品 川 潤 H C h 中 什 デ 満 N H h 叩 品 川 潤 N o h ψ ~ 川

戸 〉 瀦 問 中 品 川 瀦 N H h ψ ~ 川 「 d E 謹 瀦 邸 中 斗 u N 品 川 。 ~ 川 「 d 同 品 川 ω ~ 川 「 d 印 、 ) 圭 一 n 同 庁 、 ) 1 汁 三 n u g u N J E 中 内 耳 蓋 織 問 中 ~ 川 斗

u1
 

0
 

第 十 四 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 措 置 命 令

第 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 の 要 請

第 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 命 令

第 十 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 措 置 命 令

国 一 」 糊 獄 同 獄 N h 叩 見 ) 叫 別 枠 沖 繋 湘 羽 海 側 泊 見 ) 刷 脚 潜 帯 川 町 剛 湘 見 ) 議 打 開 汁 3 H 叩 品 川 曽 川 内 向 日 。

二 十 三 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 ( 平 成 二 十 八 年 国 土 交 通 省 令 第 五 号 )

- 第 八 条 の 規 定 に よ る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判 定 の 委 任 の 公 示

2 第 九 条 の 規 定 に よ る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判 定 の 委 任 の 解 除 の 公 示

凶 一 」 糊 獄 H 潤 N h 叩 3 糊 綿 織 砕 川 町 剛 湘 同 刑 判 湾 側 泊 3 蓋 鴻 N 中 日 昔 「 第 三 号 」 刈 町 「 第 四 号 」 一 円 ' 「 接 道 」 品 川 「 道 に 関 す る 基

準 」 打 将 官 V d E 謹 吾 川 加 問 中 州 歪 ? 浦 日 ω 中 品 川 滅 旧 日 中 汁 「 d W 樹 立 中 品 川 浦 日 ω 中 什 斗 か 。

国一 」 叫 州 判 明 N 命 E 沖 蕗 盟 3 湘 淋 凶 3 泊 滅 品 中 ω 晶 玉 -3 4 E 中 ふ サ 「 第 七 十 二 条 の 三 」 品 川 「 第 七 十 二 条 の 二 」 打 尽 $ ' E

h 叩 丑 品 除 ω ~ 川 「 ' ω 品 町 品 什 「 d ⑦ 品 川 ω ~ H 「 d 吋 除 。 ~ H 「 ' E 叫 州 川 庁 法 務 ゆ 側 誠 司 湖 、 ) 畑 滞 日 間 中 日 昔 「 第 三 十 六 条 第 三 項 」

品川 「 第 三 十 六 条 第 四 項 」 打 尽 δ ' E 泊 瀦 N σ 中 H 斗 U 「 第 二 十 二 条 」 時 「 第 二 十 九 条 」 ↑ ? 「 避 難 立 ち 退 き 」 時 「 避 難 の

た め の 立 退 き 」 打 痔 t v d E 中 N 門 寸 「 第 二 十 三 条 」 時 「 第 三 十 条 」 打 痔 $ d 司 畑 瀦 ω ο 中 門 寸 N 尚 早 こ 月 〕 J H 品 川 N 什 「 J

1
 

2
 

3
 

4
 

N
 

ごう



ーσ、 同 有 国 持 N 由 有 印 } 4 2 E ( ゆ 爾 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ d
担

意 F H N汗 3 1 汁 三 円 湿 し 仰 向 日 。

- 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 関 係 市 町 長 の 意 見 の 聴 取

出 -」 糊 獄 N Hけ U オ 欝 吟 例 制 相 当 H m R ) 泊 獄 ω N 叩 N M 州 O A ω 門 寸 「 第 二 十 八 条 第 二 項 」 品 川 「 第 三 十 条 第 二 項 」 一 円 四 片 町 q d E 叩 ム 骨

「 第 十 一 条 」 品 川 「 第 十 条 第 一 項 」 打 痔 δ ' E h 叩 印 円 寸 「 第 十 二 条 」 め 「 第 十 三 条 」 打 尽 $ d E h 叩 ⑦ 骨 「 第 十 三 条 」 時

「 第 十 四 条 」 打 痔 δ ' E h 叩 吋 昔 「 第 十 五 条 」 め 「 第 十 六 条 第 二 項 」 打 尽 δ ' 「 特 定 開 発 行 為 の 許 可 申 請 に 対 す る 許 可

又 は 不 許 可 の 処 分 及 び そ の 」 品 川 圭 ? 耳 中 ∞ 門 寸 「 第 十 六 条 」 品 川 「 第 十 七 条 第 一 項 」 行 界 δ ' E 中 む 号 「 第 十 七 条 」 仲

「 第 十 八 条 」 π将 官 ? E 叩 E 骨 「 第 十 九 条 」 品 川 「 第 二 十 条 」 丙 痔 町 ? E 叩 ニ サ 「 第 二 十 条 」 時 「 第 二 十 一 条 」 丙 痔 $ '

E 中 ロ サ 「 第 二 十 一 条 第 一 項 」 め 「 第 二 十 二 条 第 一 項 」 行 界 t v ' 耳 中 日 号 「 第 二 十 二 条 」 時 「 第 二 十 三 条 」 打 将 官 Y

E 中 エ サ 「 第 二 十 五 条 第 一 項 」 時 「 第 二 十 六 条 第 一 項 」 行 界 δ ' 耳 中 日 号 「 第 二 十 九 条 第 一 項 及 び 第 二 項 」 品 川 「 第 三

十 一 条 」 打 将 官 Y E 畑 獄 合 中 日 号 「 第 四 項 」 時 「 第 五 項 」 打 将 官 Y E 泊 号 満 立 中 内 歪 戸 獄 合 中 品 川 獄 主 中 什 「 d 獄 怠

中 日 7 0 獄 中 ∞ 中 川 片 」 川 d 札 町 同 市 叩 斗 M G 落 。 什 司 J 満 $ 中 品 川 耳 一 - ? 浦 町 。 中 内 獄 中 ∞ 中 ~ 川 了 浦 日 中 内 浦 色 中 ~ 川 デ 浦 町 N 中 品 川 浦 町 。 中

~ 川 「 d E 泊 浦 町 ω 叩 号 。 品 町 N ω ~ 川 「 d 日 時 N N ~ 川 「 d 品 時 N H ~ 川 「 d ω 品 町 N C ~ 川 「 d N 即 日 。 ~ 川 「 d H 品 町 H ∞ ~ 川 「 d H ∞ 3 副 司 一 円 斧 3 L U

J v - H〕 守 口 U N d E 叩 品 川 E 泊 鴻 巴 叩 ~ 川 斗 向 い 。

- 第 八 条 の 規 定 に よ る 指 導 及 び 助 言

2 第 十 二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判 定

3 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 通 知 書 の 交 付

4 第 十 二 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 通 知 書 の 交 付

5 第 十 二 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 通 知 書 の 交 付

6 第 十 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判 定

7 第 十 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 通 知 書 の 交 付

8 第 十 三 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 通 知 書 の 交 付

9 第 十 三 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 通 知 書 の 交 付

叩 第 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 措 置 の 指 示

日 第 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 措 置 の 協 議

ロ 第 十 七 条 第 一一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 又 は 立 入 検 査

日 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

日 第 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 措 置 の 指 示

日 第 二 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 の 受 理

団 第 二 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 措 置 の 協 議

日 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 又 は 立 入 検 査

出 -」 叫 州 獄 N 川 庁 U 弁 欝 ゆ 制 抑 制 当 期 見 ) 畑 湖 町 中 中 号 「 ( 平 成 二 十 八 年 国 土 交 通 省 令 第 五 号 ご 晶 玉 一」 デ 耳 中 N 号 「 第 八 条 第 一 項 」

品川 「 第 三 十 一 条 第 一一 項 」 什 「 d E 中 吾 川 山 品 町 品 什 「 ' 品 3 E ↑ 円 対 応 ) L μ J V 一 H U S N - 向 日 。

3 第 二 十 九 条 に 規 定 す る 軽 微 な 変 更 に 該 当 し て い る こ と を 証 す る 書 面 の 交 付

油 一」 叫 州 瀦 N 川 庁 U 弁 務 吟 判 明 柑 相 当 期 3 泊 満 宮 中 H 丑 「 第 三 条 第 一 一項 ( 第 六 条 」 品 川 「 第 二 十 五 条 第 一 項 ( 第 二 十 八 条 」 打 尽 δ '

E 中 門 寸 H 内 N 什 「 ' N 3 耳 打 野 3 L U J V 一 n u q E N d E h叩 品 川 E 泊 浦 町 日 中 什 斗 か 。

- 第 十 一 条 に 規 定 す る 軽 微 な 変 更 に 該 当 し て い る こ と を 証 す る 書 面 の 交 付

国 一 」 刊 鶏 見 湖 町 叩 3 N 3 N 品 町 歪 ? 国 一」 刊 燕 刊 行 川 明 日 叩 3 N Q ) ω A U 「 満 足 h m 3 ω 理 鶏 」 品 川 「 満 足 冷 3 N 酒 鶏 」 一 円 四 附 与 d 司

燕 糾 州 国 一 」 刊 燕 州 円 満 月 中 3 N R ) N 什 斗 向 日 。

国 一 」 刊 燕 糾 潮 見 叩 3 ω 品 町 野 見 ) 』 μ 三 円 四 片 町 ヴ 向 日 。
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別記様式第27号の 3 (第72条の 3関係)

育児休業承認請求書

年月日

石川県知事 様

請求者所属

職

氏名

育 児 休 業
次のとおり の承認を請求します。

育児休業の期間の延長

氏名 |

1 請求に係る子|続 柄 等|

生年月日|

口 育児休業の承認

年 月 日生

口 育児休業の期間の延長

口再度の育児休業の承認 口再度の育児休業の期間の延長

(再度の育児休業、再度の育児休業の期間の延長又は非常勤職員の 1歳 6か月までの子の
2 請求の内容|

育児休業が必要な事情を記入)

3 請求期間

4 既に育児休業

年月

年月

日から 年月

年月

日まで

日から 日まで

を した期間 同
月

7
ー
ー
斗
|
|
よ

一名

一間一

一
一

期一

年
一
一

の一
一業一

一休一
一
日
L

一

一

[
J

一

氏

一育一

者

一

回

円

一!
 

日から 年月 日まで

5 配
年月日から 年月 日まで

6 備考

(注)1 この請求書(非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の育児休業及び育児休業の期間の延長に係るものを

除く 。)には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類 (医師又は助産師が

発行する出生(産)証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書などの

いずれか)を添付すること(写しでも可)。

2 12 請求の内容」欄の 「非常勤職員の 1歳 6か月までの子の育児休業」とは、石川県職員等の育児休

業等に関する条例(以下「条例Jという。)第 2条の 3第 3号に掲げる場合に該当してする育児休業をい

フ。

3 子の出生前に請求する場合は、 13請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、 11請求に係る子」欄

の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。

4 非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の育児休業をしようとする場合は、所属、職、氏名、 13 請求期

問」欄及び 14 既に育児休業をした期間」欄のみを記入すること。

5 15 配偶者」欄は、非常勤職員が 1歳 2か月までの子の育児休業又は 1歳 6か月までの子の育児休業

をしようとする場合(条例第 2条の 3第 2号又は第 3号に掲げる場合に該当して育児休業の承認を請求す

る場合)に記入すること。

6 16 備考」欄には、 (ア)請求に係る子以外に 3歳に満たない子を養育する場合 (当該請求に係る子の出

生の円から57円聞に、職員(当該期間内に産後休暇(勤務時間条例第 9条第 3号又は石川県職員等の育児

休業に関する規則(平成4年石川県人事委員会規則第4号)第 1条の 3第 2号ニに掲げる場合における休

暇をいう。)により勤務 しなかった職員を除く。)が当該請求に係る子について最初の育児休業をする場合

を除く。)、その氏名、請求者との続柄等及び生年月日、(イ)請求に係る子が養子の場合においては、養子縁

組の効力が生じた日、(ウ)請求に係る子以外の子について現に育児休業の承認を受けている場合においては、

その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等について記入すること。

7 該当する口に、レ印を記入すること。
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別記様式第27号の4中 「第72条の 4、第72条の 5関係」を「第72条の 3、第72条の4関係」に、「育児休業の承認」

を「育児休業等の承認」に改め、同様式中(注) 4を(注) 5とし、(注) 3を(注) 4とし、(注) 2の次に次のよ

うに加える。

3 子の出生前に提出する場合は、 12 育児休業等の承認の請求に係る子j欄の記入は、出生後、速やか

lこ行うこと。

別記様式第27号の 5中「第72条の 4、第72条の 5、第73条関係Jを「第72条の 3、第72条の 4、第73条関係j に、

「口 育児休業等に係る子と離縁した (養子縁組の取消しを含む。)。
を

口 育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。

「口 育児休業等に係る子と離縁した。

口 育児休業等に係る子との養子縁組が取り消された。

口 育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。

口 育児休業等に係る子についての民法第817条の 2第 1項の規定による請求に係る家事審判事件が に改める。

終了した。

口 育児休業等に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第 1項第 3号の規定による

措置が解除された。 J

別記様式第27号の 6中 「第72条の4、第72条の 5、第73条関係Jを「第72条の 3、第72条の 4、第73条関係Jに改め

る。

別記様式第27号の 7中「第72条の4関係」を「第72条の 3関係」に改める。

別記様式第同の 7の2中「第72条の 5関係」を「第時の4関係」に、 I[続

「出 柄 等tに改め、同様式 (注) 1中 「続柄及び」を「続柄等及び」に改め、同様式(注) 4を同様

式(注) 5とし、同様式(注) 3中 「続柄及び」を「続柄等及び」に改め、同様式中(注) 3を(注) 4とし、(注)

2を(注) 3とし、(注) 1の次に次のよ うに加える。

2 子の出生前に請求する場合は、 13 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、 11 請求に係る子」

欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。

別記様式第27号の 8中 11続 柄 IJ を 11続 柄 等 IJ に改め、同様式(注) 1中 「続柄及

びJを「続柄等及びJに改め、同様式(注) 2中 「育児時間Jの次に「及び介護時間j を加える。

別記様式第27号の16を次のように改める。



平成 29年 3月 31日(金曜日) 石川県 公報 号 タト 19 

別記様式第27号の16(第73条の 5関係)

配偶者同行休業承認申請書

石川県知事 年 月 日

様 申請者 所 属

下記のとおり配期偶間者同の行延休長業 を申請します。
職

氏 名 ⑪

申 ユ面主円 区 分
口配偶者同行休業 (2、 3及び4に記入)

1 の
口期間の延長 (2、 3及び5に記入) (口再度の延長)

氏 名

2 1哉 業

申請時の所属先の名称

所在 地

外 国 I帯 在 事 由

外国滞在中の所属先の名称

所在 地

外国 滞在事由の

出陸 続 す る 期 問
年 月 日から 年 月 日まで

3 職員及び配偶者の

外国滞在中の住所(居所)

4 申 請 期 問 年 月 日から 年 月 日まで

5 延 長 の 期 問 年 月 日から 年 月 日まで

既に配偶者同行休業 年 月 日から 年 月 日まで

を してい る期間 (うち、期間の再度の延長の場合における当初の配偶者同行休業の期間 年 月 日まで)

6 備 考

(注) 1 この申請書には、配偶者の滞在事由及び期聞が確認できる書類を添付すること。

2 期間の再度の延長を申請する場合には、 12 申請に係る配偶者」欄の「外国滞在事由」欄の最上欄の

括弧内に、当該延長が必要な事情を記入すること。

3 13 職員及び配偶者の外国滞在中の住所(居所)J欄は、申請時点、で未定の場合には 「未定」と記

入し、申請期間の初日の前日までに外国滞在中の住所(居所)を定め、届け出ること。

4 16 備考」欄には、以前に配偶者同行休業をしている場合における当該配偶者同行休業の内容(配

偶者の外国滞在事由、休業期間)、配偶者同行休業の期間を初めて延長する場合における当該配偶者同

行休業の期間の延長を申請する理由その他任命権者が承認の可否を判断するに当たって必要と思われる

事項を記入する。

5 該当する口に、レ印を記入すること。

※ 所属記入欄

受理年月日

決裁年月日

決裁欄

年 月 日

年月日

口 承 認 口不承認

1哉

氏名 ⑪ 

修学部分休業等条例第14条の 2の規定による人事委員会の認定 認定日 年月 日 口 不認定 口不要
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附則

この訓令は、平成29年 4月 1日から施行する。

( 1箇月 2，350円送料とも) 発行人 干920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県

印刷所 干921-8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 附共栄 TEL(076) 292-2236 




